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（山形県社会保険労務士会あて）

■ ■

労使で学ぶ、
労働時間のきほん

10月26日（木）
■ 開演：午後１時30分～（開場 午後１時）
■ 会場：山形ビッグウイング ２階交流サロン

入場
無料
先着200名

時間外労働の法改正（予定）にどう対応するのか?

●残業時間とは？
残業命令と自己判断による残業など
●就業規則を確認しよう
就業規則の性質。周知義務。労働契約と就業規則の関係について
●簡単に考えてはいけない！ 休憩時間
休憩時間の定義、再確認！ 手待ち時間と休憩 など

年金・労働問題
なんでも相談会

午後１時～
山形ビッグウイング 
４階会議室にて［  　　　］
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平成29年

10月は社会保険労務士制度推進月間です

セ
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ー
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>>> 36協定と特別条項について
>>> 労働時間管理の方法。残業時間の計算方法
>>> 過労死と会社の責任について SEMINAR

PERFORMANCE

働き方改革
残業規制待ったなし！
実 演

セミナーは下記申込書にご記入いただき、事前にお申込みください。

社会保険労務士制度推進月間事業



開　催　日 開 催 時 間会　　　　　場

[主催・お問い合わせ] 山形県社会保険労務士会
〒990-0039　山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル8階
電話 023-631-2959　FAX 023-631-2981
ホームページ　http：//www.sr-yamagata.or.jp

年金・労働問題相談会

10月14日
（土）

山形

酒田

鶴岡

山形

酒田

鶴岡

10月28日
（土）

午前9時から
午後1時まで
（最終受付：正午）

事前にお電話、またはホームページからご予約ください。

山交ビル8階 社労士会相談室
山形市香澄町3-2-1（☎023-631-2959)

酒田総合文化センター 404号室
酒田市中央西町2-59
※施設へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。

鶴岡市勤労者会館 第二研修室
鶴岡市泉町8-57
※施設へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。

山形　社労士

山形県社会保険労務士会では、毎月第２・第４土曜日（午前９時～午後１時まで）
職場のトラブル、労働上の問題、社会保険、年金などの問題に関して、

無料の相談会を行っています。【相談は予約制になります】

山形県社会保険労務士会では
年金・労働問題の無料相談会を実施しています。
今年は庄内地区の相談会も充実しました。みなさま、是非ご活用ください！

山交ビル8階 社労士会相談室
山形市香澄町3-2-1（☎023-631-2959)

酒田総合文化センター 404号室
酒田市中央西町2-59
※施設へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。

鶴岡市勤労者会館 第二研修室
鶴岡市泉町8-57
※施設へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。


